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五
月
一
日
、
連
続
学
習
会
「
60
年
安
保
か
ら
50
年　

も
う
や
め
よ
う
！
日
米
安
保
条
約
」

の
第
三
回
が
、
東
京
・
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
。
三
回
目
の
テ
ー
マ
は
「
日
米

安
保
体
制
と
違
憲
判
決
─
─
砂
川
か
ら
イ
ラ
ク
派
兵
」
で
、
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
研
究

所
の
山
口
響
さ
ん
が
報
告
し
た
。

　

山
口
さ
ん
は
、
①
一
九
五
九
年
三
月
の
砂
川
闘
争
に
つ
い
て
の
東
京
地
裁
・
伊
達
判
決

と
同
年
十
二
月
の
最
高
裁
「
差
し
戻
し
」
差
し
戻
し
判
決
、
②
一
九
六
七
年
三
月
の
恵
庭

裁
判
（
北
海
道
・
恵
庭
で
酪
農
業
者
の
兄
弟
が
被
害
に
耐
え
か
ね
て
陸
上
自
衛
隊
の
通
信

線
を
切
断
し
た
事
件
）・
札
幌
地
裁
判
決
、
③
一
九
六
九
年
八
月
の
長
沼
裁
判
（
北
海
道
・

長
沼
で
航
空
自
衛
隊
の
ナ
イ
キ
・
ミ
サ
イ
ル
基
地
設
置
の
た
め
の
保
安
林
指
定
解
除
の
無

効
を
も
と
め
て
住
民
が
提
訴
）・
札
幌
地
裁
判
決
と
札
幌
高
裁
逆
転
判
決
（
一
九
七
六
年

八
月
）、
最
高
裁
判
決
（
一
九
八
二
年
八
月
）、
④
航
空
自
衛
隊
イ
ラ
ク
派
兵
違
憲
・
名
古

屋
高
裁
判
決
（
二
〇
〇
八
年
４
月
）
の
四
つ
の
例
を
検
討
し
て
、
問
題
点
を
明
確
に
し
た
。

　

日
米
行
政
協
定
に
基
づ
く
刑
事
特
別
法
違
反
（
米
軍
施
設
・
区
域
へ
の
侵
入
）
が
争

点
に
な
っ
た
砂
川
裁
判
・
伊
達
判
決
は
、「
日
本
が
米
軍
駐
留
を
許
容
し
て
い
る
こ
と
は
、

日
本
が
米
軍
へ
の
指
揮
権
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
憲
法
違
反
」
で
あ
り
、

刑
特
法
は
違
憲
と
し
て
被
告
に
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。
こ
の
判
決
に
対
し
て
米
大
使
館
は

た
だ
ち
に
政
府
・
最
高
裁
に
介
入
し
て
、
異
例
の
「
跳
躍
上
告
」（
高
裁
を
飛
び
越
え
て

最
高
裁
に
上
告
）
を
行
わ
せ
、
最
高
裁
は
「
米
軍
は
憲
法
が
保
有
を
禁
じ
る
『
戦
力
』
に

あ
た
ら
な
い
」、「
日
米
安
保
条
約
は
『
高
度
の
政
治
性
』
を
持
ち
、
違
憲
か
ど
う
か
の

判
断
は
司
法
の
審
査
に
な
じ
ま
な
い
」「
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
で
な
い
か
ぎ
り
、

違
憲
立
法
審
査
権
の
範
囲
外
」
と
い
う
「
統
治
行
為
論
」
を
持
ち
出
し
、
伊
達
判
決
を
棄

却
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
「
統
治
行
為
論
」
は
安
保
の
違
憲
性
訴
訟
を
は
ね
つ
け
る
論
理

と
し
て
「
判
例
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

恵
庭
裁
判
で
は
、
通
信
線
の
切
断
が
自
衛
隊
法
一
二
一
条
の
「
防
衛
の
用
に
供
す
る
物
」

の
損
壊
に
対
す
る
処
罰
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
、
被
告
側
は
自
衛
隊
の
違
憲
性
を
問
う
裁
判

と
し
て
闘
っ
た
が
、
結
局
札
幌
地
裁
判
決
は
憲
法
判
断
を
回
避
し
、「
通
信
線
は
防
衛
の

用
に
供
す
る
物
」
で
は
な
い
と
し
て
被
告
を
無
罪
と
し
た
。
検
察
も
控
訴
を
や
め
て
同
判

決
は
確
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
憲
法
判
断
を
回
避
し
た
こ
の
判
決
は
「
肩
す
か
し
判
決
」

と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

長
沼
裁
判
の
札
幌
地
裁
・
福
島
判
決
は
、
レ
ー
ダ
ー
施
設
建
設
に
よ
っ
て
攻
撃
の
第
一

目
標
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ぎ
り
、
平
和
的
生
存
権
の
侵
害
の
危
険
性
が
あ
る
と
し
て
、

原
告
に
は
「
訴
え
の
利
益
が
あ
る
」
と
判
断
し
、
保
安
林
指
定
解
除
処
分
を
取
り
消
し
た
。

そ
し
て
裁
判
所
が
憲
法
判
断
を
積
極
的
に
行
う
義
務
が
あ
る
と
し
、
自
衛
隊
は
「
戦
力
に

あ
た
り
違
憲
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
を
く
だ
し
た
福
島
裁
判
長
に
対
し
て
、
札

幌
地
裁
平
賀
所
長
の
「
森
林
法
違
反
に
対
し
て
は
慎
重
な
判
断
を
」
と
す
る
書
簡
に
よ
る

介
入
（
平
賀
書
簡
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
し
か

し
一
九
七
六
年
八
月
の
札
幌
高
裁
控
訴
審
判
決
で
は
、「
平
和
的
生
存
権
に
は
裁
判
規
範

と
し
て
の
具
体
性
が
な
い
」と
し
て
一
審
福
島
判
決
を
取
り
消
し
、「
統
治
行
為
論
」に
よ
っ

て
自
衛
隊
に
つ
い
て
の
憲
法
判
断
を
避
け
て
し
ま
っ
た
。
最
高
裁
は
住
民
側
の
上
告
を
棄

却
し
、
住
民
は
敗
訴
し
た
。

　

わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
新
し
い
二
〇
〇
八
年
四
月
の
イ
ラ
ク
派
兵
違
憲
・
名
古
屋
高
裁
判

決
は
、
空
自
の
イ
ラ
ク
で
の
空
輸
作
戦
は
イ
ラ
ク
特
措
法
に
も
違
反
し
、
か
つ
憲
法
九
条

違
反
と
認
め
た
上
で
、「
平
和
的
生
存
権
に
は
具
体
的
権
利
性
が
あ
る
」
と
し
た
（
た
だ
し

本
件
に
は
権
利
侵
害
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ず
）。
イ
ラ
ク
派
兵
違
憲
訴
訟
は
、「
イ
ラ
ク
派

遣
差
し
止
め
」「
平
和
的
生
存
権
侵
害
へ
の
損
害
賠
償
」を
求
め
た
原
告
の
訴
え
は
認
め
ず
、

形
式
的
に
は
「
原
告
敗
訴
」
だ
っ
た
が
、
イ
ラ
ク
派
兵
の
違
憲
性
・
平
和
的
生
存
権
の
具

体
的
権
利
性
を
認
め
た
点
で
、
画
期
的
な
も
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
安
保
・
自
衛
隊
の
違
憲
性
を
問
う
裁
判
は
、
成
果
と
後
退
を
繰
り
返
し
て

き
た
が
、「
統
治
行
為
論
」
の
壁
を
崩
す
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
自
衛
隊
の

海
外
派
兵
の
現
実
と
憲
法
が
決
定
的
な
矛
盾
を
拡
大
し
て
い
る
今
日
、
具
体
的
な
反
戦
・

平
和
運
動
や
憲
法
改
悪
に
反
対
し
「
憲
法
を
生
か
す
」
闘
い
と
裁
判
闘
争
を
結
合
し
て
い

く
こ
と
の
意
義
、
そ
し
て
司
法
制
度
の
官
僚
的
壁
に
穴
を
う
が
つ
作
業
の
重
要
性
は
い
っ

そ
う
重
要
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

（
く
に
と
み　

け
ん
じ
／
反
安
保
実
）
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